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第１章 実施協議調査団派遣 

1-1  調査団派遣の経緯と目的  

インドネシア政府は、マングローブ造林に有効な技術を普及させるために平成１２年度

実施案件として、プロジェクト方式技術協力を我が国に要請した。 

JICAは要請内容の確認及びインドネシア側の実施体制を調査し、さらに協力構想につい

て可能な範囲で合意するため、平成１２年４月１０日から２２日まで５名からなる事前調

査団を派遣し、合意文書をミニッツにとりまとめた。 

しかしながら、その後のインドネシア実施機関（林業農園省、後に農林省、林業省へと

変遷）が省庁再編の対象となり、また、直接の実施機関となるマングローブ・センターも

地方分権化の動きにより地方政府に移管される可能性もあったため、基本的な実施体制が

固まるまでの間、その後のプロジェクト準備を凍結せざるを得なくなった。 

平成１３年１月になり、中央実施機関が林業省造林社会林業総局に確定し、マングロー

ブ・センターも同総局直属の機関として中央政府の組織に残留することが決定されたため、 

R/D協議及び協力実施に必要な事項を協議するため、実施協議調査団を派遣することになっ

た。 

 

1-2  調査団の構成  

総括   齋藤克郎 JICA 森林環境協力課長 

普及戦略 羽鳥祐之 JICA 国際協力専門員 

訓練計画 武田祐介 林野庁計画課 

 

1-3  調査日程（平成 13年 3月 11日～3月 20日） 

 月 日  行程 調査内容 
1 3 月 11 日 日 成田→ｼﾞｬｶﾙﾀ （移動） 
2 3 月 12 日 月  大使館表敬 

JICA 事務所打合せ 
林業省協議 

3 3 月 13 日 火  
ｼﾞｬｶﾙﾀ→ﾃﾞﾝﾊﾟｻｰﾙ 

林業省協議 
（移動） 

4 3 月 14 日 水  バリ州知事表敬 
バリ州関係機関打合せ 
ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ・ｾﾝﾀｰ打合せ、視察 

5 3 月 15 日 木 ﾃﾞﾝﾊﾟｻｰﾙ→ｼﾞｬｶﾙﾀ （移動） 
林業省協議 

6 3 月 16 日 金  林業省協議 
7 3 月 17 日 土 （齋藤）ｼﾞｬｶﾙﾀ→ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ 林木育種計画（ﾌｪｰｽﾞ 2）視察 
8 3 月 18 日 日 （同上）ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ→ｼﾞｬｶﾙﾀ  
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9 3 月 19 日 月  
 
ｼﾞｬｶﾙﾀ→（機中泊） 

R/D、M/M 署名 
JICA 及び大使館報告 
（移動） 

10 3 月 20 日 火 →成田  

 

第２章 協議結果 

2-1 R/D 協議 

日本側が提示した協力構想及び R/D 案に対し、インドネシア側からは概ね同意を得られ

たが、下記の諸点については協議に基づき R/D 案を変更した。 

 

2-1-1 プロジェクト名称 

当方案は「Sustainable Mangrove Management Project」としていたが、先に実施された

開発投融資実証調査プロジェクトのタイトルである「Development of Sustainable Mangrove 

Management Project」と混同しやすいとの意見がインドネシア側から提起され、協議の結

果「Mangrove Information Center Project」とすることで合意した。 

なお、プロジェクトの内容を示す「Training」ないし「Extension」などの言葉をプロジェ

クト名称に含むことについては、林業省内に「Centre for Forestry Education and Training」

及び「Centre for Forestry Extension Management」といった機関があることから、これ

ら機関が管轄するプロジェクトと混同されやすいとして、２０００年４月の事前調査の際

からインドネシア側は難色を示していた。 

 

2-1-2 プロジェクト目標 

日本側案は「持続可能なマングローブ管理にかかる普及人材の研修実施基盤が、林業省

において整備される」としていたが、インドネシア側よりマングローブ情報センターの能

力向上が重要であるとの意見が出され、協議の結果、プロジェクト目標は「持続可能なマ

ングローブ管理にかかる研修実施能力に関し、マングローブ情報センターが組織・制度面

で（institutionally）強化される」とした。 

 

2-1-3 カウンターパート 

 現場の責任者として、マングローブ情報センター所長を「フィールド・マネジャー」と

位置付けた。 

なお、マングローブ情報センターの現有スタッフは、所長を除く全員が契約職員であり、

人的体制として十分とは言えない。そのため、林業省側に適切な人材配置を強く求めると

ともに、R/D において、①コーディネーター（センター駐在）、②連絡員（林業省本省駐在）、
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③研修計画カウンターパート（センター及び林業省本省各１名）及び④普及戦略カウンター

パート（センター及び林業省本省各１名）の配置を明記した。 

 

2-1-4 合同調整委員会 

 インドネシア側委員を以下のとおり変更した。 

削除 ① Representative, BAPPENAS 
  ② Representative, Ministry of Sea Exploration and Fisheries 
  ③ Representative, LIPI 
  ④ Representative, Ministry of Home 
追加 ① Secretary, DG-LRSF, MoF 
 ② Director, Bureau of Planning and International Cooperation, 

Secretariat General, MoF 
 ③ Director, Directorate of Conservation Area, Directorate General of 

Nature Protection and Conservation, MoF 
 ④ Director, Centre for Forestry Education and Training, Secretariat 

General, MoF 
 ⑤ Director, Centre for Forestry Extension Management, Secretariat 

General, MoF  

 

2-2 その他の事項にかかる協議 

 R/D 記載事項以外で、プロジェクト実施上重要となる以下の事項について、ミニッツに記

載し、確認した。 

 

2-2-1 暫定実施計画（Tentative Schedule of Implementation） 

マスター・プランの活動について、実施時期を暫定実施計画に取りまとめ、確認した。 

 

2-2-2 マングローブ情報センターの位置付け 

 マングローブ情報センターは、４等機関である土壌保全技術ユニット（Unit-RLKT）の一

部門として、地方分権の影響を受けることなく、林業省土壌保全社会林業総局の直轄機関

と位置付けられることを確認した。 

そのため、林業省は、プロジェクト実施に必要な予算及び資格要件を満たす要員をマン

グローブ情報センターと林業省本省に配置することを確認した。 

 

2-2-3 マングローブ情報センターの組織運営基盤の強化 

 開発投融資実証調査プロジェクトが１９９９年に終了して以降も、林業省からセンター
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に対して必要最低限の予算が配布され、施設の維持管理と苗木生産活動が行われている。

しかし、本プロジェクト終了後の持続性確保や成果の波及を重視する観点からは、プロジェ

クト終了後の活動・運営資金の手当てが極めて重要であり、林業省からの予算配布が十分

になされない可能性が大きいことから、本プロジェクト実施中においても収入源の創設を

図る努力が必要である。 

 幸い、マングローブ情報センターの所在地は世界的な観光地であるバリ島の国際空港か

ら近く、観光客を対象としたマングローブ情報提供のためのビジター・センターとして機

能する可能性は高い。観光客から料金を徴集してマングローブ造林地内の案内等を行い（ミ

ニ・エコ・ツーリズム）、施設維持管理の経費に充てることも検討に値する。 

 また、バリ州政府等地方自治体、関連政府機関、NGO、大学、住民組織等との連携を強め

ることは、本来の活動面における連携効果のみならず、マングローブ情報センターの存在

意義を知らしめる上でも重要である。 

 これらの活動を通じてマングローブ情報センターの知名度を高め、外に開かれた活動を

展開することは、インドネシア唯一のマングローブ専門機関としてのセンターの地位向上

にもつながるものであり、インドネシア側が将来構想としている 3 等ないし 2 等機関への

格上げも可能性が出てくるものと思われる。 

 

2-2-4 広域協力の可能性 

 本プロジェクトの形成段階で広域協力の可能性が検討されたが、インドネシアの国内情

勢や周辺諸国のニーズの差異が大きいことから今回の協力はインドネシアとの 2 国間に絞

ることとした経緯がある。しかしながら、周辺諸国におけるマングローブ分野での協力ニー

ズは依然として高いため、本協力の期間中にも広域協力の可能性を探るものとすることで、

インドネシア側と合意した。ただし、マングローブ情報センターが周辺諸国に対して求心

力を有するためにはセンター自身の基盤造りが第一であり、広域協力の形を作ることにつ

いては慎重に検討する必要がある。 
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第３章  協力構想 

3-1 基本構想 

3-1-1 マスタープラン 

R/D協議の結果合意されたマスタープランは、以下のとおりである。 

【上位目標】 

持続可能なマングローブ管理にかかる普及活動が全国的に実施される。 

【プロジェクト目標】 

持続可能なマングローブ林管理にかかる研修実施能力に関し、マングローブ情報セン

ターが組織・制度面で（institutionally）強化される 

【成果】 

1. 持続可能なマングローブ林管理にかかる研修コースが実施される 

2. 持続可能なマングローブ林管理のための研修プログラムおよび普及戦略が策定さ

れる 

【活動】 

1-1. 研修コースのカリキュラムを策定し、教材を作成する 

1-2. 研修コースを実施する 

1-3. 研修効果をモニターし、評価する 

2-1. マングローブ地域の社会経済条件および普及組織・制度について調査を行う 

2-2. 普及対象および研修対象を特定する 

2-3. 適切な現場活動事例のケース・スタディーを行う 

2-4. 研修のモニタリングおよび評価結果を分析する 

2-5. マングローブ情報センターにおける研修・普及環境を整備する 

 

3-1-2 本件協力の背景と意義 

（1）地方分権の進行と森林行政の混乱 

現在のインドネシアにおける森林行政は、きわめて混乱した状況にある。1998 年のスハ

ルト退陣以降に見られた政局全般の混迷に加えて、後に述べるとおり森林行政を司る林業

省も数次にわたる組織改編を経験した。また、2001 年 1 月には地方分権が実施に移され、

林業省の地方機関であった地方林政局（KANWIL）が廃止され、森林管理の行政権が地方

自治体に移管されることとなった。しかしながら、権限移管は決まったものの、地方自治

体においては組織面、人材面、技術面の体制が弱体であり、権限移管にかかる関連法令、

細則等が未整備であることから、各地で森林管理を巡る混乱が発生している。 
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（2）マングローブを巡る状況 

こうした中、マングローブについても他の森林と同様、管理体制の不備に乗じた違法伐

採や他の土地利用への転換が広く行われていることが推察される。その正確な実態につい

ては林業省も把握できておらず、こうした状況を放置すると、他の森林同様にマングロー

ブ林が短期間に激減することは確実である。 

マングローブの管理にかかる国家計画としては、1997 年に ADB の支援を受けて策定さ

れた「インドネシア国マングローブ管理国家戦略（National Strategy for Mangrove Management 

in Indonesia）」があるが、具体的な管理体制や保全・経営方法については触れておらず、こ

れに基づく施策が実施に移されているものでもない。いずれにしても、現在の林業省およ

び地方自治体の状況では、適正なマングローブ管理を実施することはきわめて困難であり、

何らかの対策が早急に実行されることが不可欠である。 

 

（3）マングローブ林管理のツールとしての研修 

以上のような全体状況において、何がマングローブ保全・管理に有効であるかを言明す

ることは難しい。行政側の体制、制度の整備が不可欠であるし、適切な管理事例の発掘・

創出も有効であろう。しかしながら、行政側の体制整備を待つにはマングローブの減少は

あまりにも急速である。適切な管理事例の創出は、きわめて限定的な地域での効果は期待

できるが、その波及性に乏しいという限界がある。 

今回の協力では、研修というツールを最大限活用して、適切なマングローブ林管理を普

及させるというアプローチを採ることとした。ツールとしての研修は、単に研修に参加し

た者の能力向上による波及効果のみを期待するものではない。研修の前提として、マング

ローブ地域の抱える社会・経済条件を調査し、優良事例のケース・スタディーを行い、マ

ングローブ管理の課題と可能性を把握する。次に、関係者各層から適切な研修対象者を特

定し、研修を実施するが、ここでは一方向の授業・訓練を行うのではなく、参加者間の情

報交換を行い、相互に現状を把握する場を提供する。さらに、研修終了者のフォローアッ

プ調査を行い、研修後の状況変化やさらなる課題を特定する。以上のようなサイクルを通

じ、試行錯誤を含みつつ、持続可能なマングローブ管理を効果的に実現するためにより有

効と思われる介入を特定していく。 

要約すると、本プロジェクトにおける研修は、plan→do→see のサイクル全体の中で位置

付けることが重要となる。「状況の正確な把握」→「研修実施による介入」→「介入後の状

況把握」を繰り返すことによって、中央レベルと現場レベルの双方における必要な対策を

特定していくことを目指すものである。こうしたサイクルを積み重ねることによって、持

続的マングローブ管理にかかる対策全般が、本件マスタープランの成果に掲げる「普及戦
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略策定」に整理・集約されていく。 

訓練年度計画例 

Courses／year first(01/02) second(02/03) third(03/04) 

Course A       ２       ４       ３ 

Course B       ０       ２       ２ 

Course C       ０       ０       １ 

Total       ２       ６       ６ 

Total No. of  Trainees in 3 years      ３０      ９０      ９０ 

注： Course Aは、苗畑、造林、育林等の技術や普及技術、Course Bは、木炭生産や水産養殖との複合経

営等の経営技術、Course Cは、土地利用計画や制度などの計画レベルを中心としたコースを想定している。 

 

（4）本件協力の意義 

インドネシア森林行政の混乱の中、各ドナーも有効な対策を打ち出しかねている。CGI

等の場で、政策レベルでの支援策は種々検討されているが、現場レベルでの協力は後退し

ている状況にある。こうした中、我が国がマングローブ管理分野において、現場の状況に

密着した支援を行うことは意義が高いと思われる。地方分権を巡る問題点等も正確かつタ

イムリーに把握することが可能となり、林業省本省サイドへの情報提供や各ドナーへの発

信ができることとなる。 

さらに、マングローブ管理の優良事例や技術的な知見が集積されていけば、本件の実施

機関が名実ともにマングローブ情報センターとして機能していくことが期待できる。マン

グローブに限定した情報センターは他に存在しないため、将来的にはマングローブ管理に

関するインドネシアのナショナル・センターともなるべきものである。 

 

（5）実施機関の財政基盤強化、組織強化の必要性 

以上が本件協力の意義であるが、これをより有効に機能させるためには、直接の実施機

関となるマングローブ情報センター（以下、「センター」という。）の財政基盤強化と組織

強化が不可欠である。 

先に述べたとおり、林業省からセンターに対しては必要最低限の予算が配布され、施設

の維持管理と苗木生産等の活動がかろうじて行われている状況である。しかし、その財源

は限られており、研修の場として見たセンターの諸施設の整備状況は不十分といわざるを

得ない。財源不足を補う観点から、自主財源確保の可能性を積極的に探る必要がある。ミ

ニッツ協議の際にも提起されたとおり、センターの地の利を生かしたエコ・ツーリズムの

導入などが想定できるため、収入確保の可能性は低くはない。外来者に対する情報提供機
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能を付加することにより、外国人観光客を含む一般の人々をセンターに招致し、入場料等

の形で一定の収入を得ることが可能となると思われる。 

さらに、このような第三者への情報提供機能を通じて、センターの知名度と社会的認知

度が高まれば、さらに資金の調達がしやすくなり、情報の集積も加速されるものと思われ

る。 

本協力の期間中に、センターのインフラ整備等を実施し、財政基盤と組織の強化に資す

ることとが重要である。 

 

3-1-3 協力期間 

本件の協力期間は 3年間とした。 

これは、現下のインドネシアの状況では、通常の 5 年間の協力をコミットするよりも、

森林行政の混迷が続くと予想されるここ 2 3年で区切りをつけることが妥当と判断された

ことによる。本件の協力期間であるこれからの 3年間は、インドネシアの政治、経済全般、

ひいては森林を巡る状況がが大きく揺れ動く時期であると予想されるため、状況に対して

積極的に関与する一方、情報を正確に把握、分析する期間を取ることが必要と判断された。 

このような混乱した状況下で協力を開始することの是非論はあろうが、何らかの手だ

てを講じない限り、マングローブ資源が回復不能な状況にまで行き着くことは確実であ

る。そのため、早急に協力を開始し、現状の把握・分析とインドネシア側責任者と政策

対話を重ねる中で、マングローブの保全・復旧にかかる普及戦略作りや、関係者の訓練

に試行的に取り組む必要性は高いと判断される。 

その意味で今回実施するプロジェクトは、流動的な状況における準備的な協力であり、

将来に向けての基盤作りの期間として位置付けられる。当プロジェクトでは、普及戦略

の策定と普及の実施に必要となる人材の訓練を中心的課題として取り組むこととするが、

政策および実施体制の面で不確定要素がより減少し、さらなる協力の要請があれば、本

件協力終了の後に５年程度の協力を実施することも予め想定するものとする。 

 

3-1-4 協力スケジュール 

本件協力は平成１３年５月１５日から平成１６年５月１４日までとし、PDM（プロジェ

クトデザインマトリックス）及び PO（詳細活動実施計画）を協議するための計画打ち合わ

せ調査団を協力開始後半年迄に派遣する予定である。 

また、研修・訓練活動は平成１３年１１月迄に訓練計画を策定し、１２月から随時研修

を行う予定とする。 
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3-2 実施体制 

3-2-1 組織構成 

プロジェクトの実施体制は、R/D の ATTACHED DOCUMENT の IV. ADMINISTRATION OF THE 

PROJECT 及び ANNEX IV LIST OF INDONESIAN COUNTERPART AND ADMINISTRATIVE PERSONNEL、

ANNEX VI JOINT COORDINATING COMMITTEE に記しており、訳すれば下図 3に示した通りであ

る。 

昨年４月の本件事前調査以降、中央行政機能の縮小あるいは削減に向けた動きの中で、

林業省は一時的にしろ農業省に吸収合併された経緯がある。また、地方分権化が、これの

実施施行令が整わないまま 2001 年１月をもって実施の運びとなった。こうした動きに伴う

本件関連機関の異動が懸念され、実施協議調査団の派遣が延期されてきた。 

事前調査時点の林業農園省は、一時的に農業省と合併して農林省となり、旧林業省関連

の総局数を２ないし３にする動きがあった。しかし、結果的には独立の省となり、その際、

1998 年に農業省から分離して林業省に併合されていた農園総局が農業省に戻ったため、林

業省自体は概ね 1997 年時点に復旧した形となった（図１）。 

 

図１：林業省組織の変遷概要 

注：農園総局以外の農業省関連の総局については省略している。 
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一方、州ないし県政府に移管されることとなっている地方機関、すなわち林政局、森林

土壌保全センター等についても結果的には少なくとも現在のところ大きな動きはみられな

い。林政局については州営林局への併合過程にあるものとみるべきであり、2002 年度には

実質的にも廃止される可能性は高い。原則的には州営林局の局長が機械的に新たな組織の

局長となり、林政局の局長が次長になるという話も聞いているが、現林政局側には反発も

あるように思われる。現在全国に 26 か所ある森林土壌保全センターについては、林業省内

ではこれを国の機関、具体的には造林社会林業総局の地方組織として残したという認識が

強い。 

また、マングローブ情報センターは、現在全国に６か所ある技術ユニットの一つである

バリの造林保全ユニットのプロジェクトという位置づけになるが、同センターを含めた造

林保全ユニットもまた造林社会林業総局の地方組織に位置づけ（すなわち国の機関として

存続させ）、地方分権化による移管対象としないことについて、今回協議議事録により確認

を行った（図 2）。 

 

 

図２：マングローブ情報センターの位置付け 
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3-2-2 実施場所 

プロジェクトの事務所をバリのマングローブ情報センター内に置く。訓練事業の中心と

なる研修は、同センター内に増築する研修所において基本的には行うが、研修所が完成す

るまでの間、現施設ないし近隣のホテルを利用することもあり得る。また、研修に組み込

まれる野外実習等については、同センターのほか、ロンボク島にある前実証プロジェクト

のサイトその他を利用することも考えられる。 

本プロジェクトの「持続可能なマングローブ管理に関する普及が全国レベルで実施され

る」という上位目標に鑑みて、普及戦略策定に係る調査事業、ケーススタディ等に関して

は、現時点で地域を特定せず、全国を対象とする。その際、インドネシア側がサブセンター

候補地として考えている３か所を排除するものではない。 

 

図 3：プロジェクトの実施体制 

 

3-3 日本側投入 

3-3-1 専門家 

協力開始当初の長期専門家は以下の３名、４分野とする。 

・チーフアドバイザー／普及戦略 

・業務調整 

・訓練計画 

短期専門家については社会経済調査、組織強化等の分野で必要に応じて派遣する。 



 - 12 - 

3-3-2 研修員受入 

 スタッフはマングローブ造林技術を有しているが、普及員への訓練計画立案・実施、お

よびエコツーリズム等に関する知識・経験を有していないため、これらの分野の研修が必

要と思われる。 

 

3-3-3 機材供与 

 機材については、コンピューター、プリンター、コピー機等の事務機器の他、研修のた

めの黒板（白板）、机、椅子、視聴覚機器、野外実習のための測量、調査用機材、研修生の

移動、野外研修フィールドまでの交通手段としてのマイクロバス等が考えられる。 

 

3-3-4 ローカルコスト負担事業 

 本プロジェクトは各州への普及員への研修・訓練が主要な活動となる。現在のインドネ

シアの予算事情に鑑みて研修参加のための内国旅費、教材費、研修資材費等をインドネシ

ア側が負担することは困難であるため、中堅技術者養成対策費による日本側の協力が必要

と思われる。 
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 １.討議議事録 (R/D)   

 

 ２.協議議事録 (M/M)  
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